
JP 5060379 B2 2012.10.31

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　四隅に立設された内部中空状の支柱と、該４本の支柱の下部間に配置されて、上面にパ
レットを載置可能な棚台と、を備え、
　前記棚台は、
　前側の左右両支柱の下部と後側の左右両支柱の下部との間に前後方向に沿って配設され
た両側辺梁部材と、
　前記前側の両支柱の下部間に横方向に沿って配設された前辺梁部材と、
　前記後側の両支柱の下部間に横方向に沿って配設された後辺梁部材と、
　前記両側辺梁部材の前後方向のほぼ中央位置に横方向に沿って配設されて、前記両側辺
梁部材間を連結した中央横梁部材と、
　前記前辺梁部材と後辺梁部材の左右方向のほぼ中央位置に前後方向に沿って配設されて
、前記前辺梁部材と後辺梁部材とを連結した中央縦梁部材と、
　各一端部が前記中央縦梁部材の前後方向のほぼ中央位置の前記中央横梁部材の近傍に結
合され、各他端部が前記後辺梁部材の両端部側かあるいは前記両側辺梁部材の各後端部側
に結合されて平面ほぼＶ字形状の傾斜状に配置された一対の第１補強梁部材と、
　各一端部が前記前辺梁部材の両端部側に固定され、各他端部が前記両側辺梁部材の前端
部側に固定されて前記両補強梁部材とほぼ平行に傾斜状に配置された一対の第２補強梁部
材と、を備え、
　前記棚台上にパレットを載置した際に、該パレットの四隅部を前記第１、第２補強梁部



(2) JP 5060379 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

材の各上面に載置支持したことを特徴とするパレット用支持棚。
【請求項２】
　前記第１、第２補強梁部材を、断面ほぼＬ字形状の鋼材によって形成したことを特徴と
する請求項１に記載のパレット用支持棚。
【請求項３】
　四隅に立設された内部中空状の支柱と、前側の左右両支柱の下部と後側の左右両支柱の
下部との間に前後方向に沿って配設された両側辺梁部材と、後側の両支柱の下部間に横方
向に沿って配設された後辺梁部材と、前記各支柱の上端部間に設けられて、上面にパレッ
トを載置可能な棚台と、を備え、
　前記棚台は、
　前記前側の両支柱の上部間に横方向に沿って配設された前側横枠部と、
　前記後側の両支柱の上端部に横方向に沿って配設された後側横枠部と、
　前記前側横枠部の両端部と後側横枠部の両端部との間に前後方向に沿って配設された両
側縦枠部と、
　該両側縦枠部の前後方向のほぼ中央位置に横方向に沿って配設されて、前記両側縦枠部
間を連結した中央横枠部と、
　前記前側横枠部と後側横枠部の左右方向のほぼ中央位置に前記中央横枠部とクロスする
ように前後方向に沿って配設されて、前記前側横枠部と後側横枠部とを連結した中央縦枠
部と、
　各一端部が前記中央縦枠部の前後方向のほぼ中央位置の前記中央横枠部の近傍に固定さ
れ、各他端部が前記後側横枠部の両端部側かあるいは前記両側横枠部の各後端部側に固定
されて平面ほぼＶ字形状の傾斜状に配置された一対の第１補強枠部と、
　各一端部が前記前側横枠部の両端部側に固定され、各他端部が前記両側縦枠部の前端部
側に固定されて前記両補強枠部とほぼ平行に傾斜状に配置された一対の第２補強枠部と、
を備え、
　前記棚台上にパレットを載置した際に、該パレットの四隅部を前記第１、第２補強枠部
の各上面に載置支持したことを特徴とするパレット用支持棚。
【請求項４】
　前記第１、第２補強枠部を、断面ほぼＬ字形状の鋼材によって形成したことを特徴とす
る請求項３に記載のパレット用支持棚
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば荷物を載置したパレットを載せてフォークリフトによって運搬するか
ご枠状のパレット用支持棚に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、例えば自動車部品や冷凍肉などを載置して倉庫に収容管理するためのパ
レットは、その外周側にかご状に形成された棚体を利用して複数段積み重ねられて、倉庫
内の省スペース化などが図られるようになっている。この従来におけるパレット用支持棚
としては、例えば、以下の特許文献1に記載されたものがある。
【０００３】
　概略を説明すれば、このパレット用支持棚は、内部中空状の４本の支柱と、左右両前側
支柱の下部間に横方向に沿って配設された前辺梁部材と、左右両後側支柱の下部間に横方
向に沿って配設された後辺梁部材と、前記前辺梁部材と後辺梁部材の各両端部間に前後方
向に沿って配設された左右の両側辺梁部材と、を備えている。
【０００４】
　また、前記前辺梁部材と後辺梁部材の間には、左右方向へ所定の等間隔をもって２本の
前後中央梁部材が固設されている一方、前記両側辺梁部材の間には、前後方向へ所定の等
間隔をもって２本の左右中央梁部材が固設されて、これら８本の梁部材によってパレット



(3) JP 5060379 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

を載置する格子状の棚台が構成されている。
【０００５】
　そして、各パレット用支持棚を積み重ねるには、棚台の下部隙間にフォークリフトの一
対のパレットフォークを差し込んでパレット用支持棚の全体を持ち上げて、上側のパレッ
ト用支持棚を、下側のパレット用支持棚の上部に位置決めしつつ下側のパレット用支持棚
の前側支柱の各係止凹部に上側のパレット用支持棚の各係合突部を合致させて上方から嵌
合することによって、上下のパレット用支持棚を複数段積み重ね可能になっている。
【特許文献１】特開２００１－２２５９２８号公報など
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来のパレット用支持棚にあっては、棚台を構成する前後、左右の
中央梁部材が、それぞれ横断面ほぼ矩形状の角柱鋼材によって形成され、しかも、かかる
前後、左右でそれぞれ２本ずつ計４本もの角柱鋼材を用いて格子状に形成されている。
【０００７】
　したがって、各中央梁部材によって棚台全体の強度や剛性が十分に確保されているもの
の、中央梁部材の点数が多くなると共に、全体の重量が増加してしまう。この結果、かか
るパレット用支持棚の製造作業が煩雑になると共に、コストの増加を招いているばかりか
、重量の増加によって前記フォークリフトによる運搬作業能率が低下してしまう。
【０００８】
　本発明は、前記従来のパレット用支持棚の技術的課題に鑑みて案出されたもので、棚台
の十分な強度を確保しつつ十分な軽量化が図れるパレット用支持棚を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、四隅に立設された内部中空状の支柱と、該４本の支柱の下部
間に配置されて、上面にパレットを載置可能な棚台と、を備え、
　前記棚台は、前側の左右両支柱の下部と後側の左右両支柱の下部との間に前後方向に沿
って配設された両側辺梁部材と、前記前側の両支柱の下部間に横方向に沿って配設された
前辺梁部材と、前記後側の両支柱の下部間に横方向に沿って配設された後辺梁部材と、前
記両側辺梁部材の前後方向のほぼ中央位置に横方向に沿って配設されて、前記両側辺梁部
材間を連結した中央横梁部材と、前記前辺梁部材と後辺梁部材の左右方向のほぼ中央位置
に前後方向に沿って配設されて、前記前辺梁部材と後辺梁部材とを連結した中央縦梁部材
と、各一端部が前記中央縦梁部材の前後方向のほぼ中央位置の前記中央横梁部材の近傍に
結合され、各他端部が前記後辺梁部材の両端部側かあるいは前記両側辺梁部材の各後端部
側に結合されて平面ほぼＶ字形状の傾斜状に配置された一対の第１補強梁部材と、各一端
部が前記前辺梁部材の両端部側に固定され、各他端部が前記両側辺梁部材の前端部側に固
定されて前記両補強梁部材とほぼ平行に傾斜状に配置された一対の第２補強梁部材と、を
備え、前記棚台上にパレットを載置した際に、該パレットの四隅部を前記第１、第２補強
梁部材の各上面に載置支持したことを特徴としている。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、四隅に立設された内部中空状の支柱と、前側の左右両支柱の
下部と後側の左右両支柱の下部との間に前後方向に沿って配設された両側辺梁部材と、後
側の両支柱の下部間に横方向に沿って配設された後辺梁部材と、前記各支柱の上端部間に
設けられて、上面にパレットを載置可能な棚台と、を備え、
　前記棚台は、前記前側の両支柱の上部間に横方向に沿って配設された前側横枠部と、前
記後側の両支柱の上端部に横方向に沿って配設された後側横枠部と、前記前側横枠部の両
端部と後側横枠部の両端部との間に前後方向に沿って配設された両側縦枠部と、該両側縦
枠部の前後方向のほぼ中央位置に横方向に沿って配設されて、前記両側縦枠部間を連結し
た中央横枠部と、前記前側横枠部と後側横枠部の左右方向のほぼ中央位置に前記中央横枠
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部とクロスするように前後方向に沿って配設されて、前記前側横枠部と後側横枠部とを連
結した中央縦枠部と、各一端部が前記中央縦枠部の前後方向のほぼ中央位置の前記中央横
枠部の近傍に固定され、各他端部が前記後側横枠部の両端部側かあるいは前記両側横枠部
の各後端部側に固定されて平面ほぼＶ字形状の傾斜状に配置された一対の第１補強枠部と
、各一端部が前記前側横枠部の両端部側に固定され、各他端部が前記両側縦枠部の前端部
側に固定されて前記両補強枠部とほぼ平行に傾斜状に配置された一対の第２補強枠部と、
を備え、
　前記棚台上にパレットを載置した際に、該パレットの四隅部を前記第１、第２補強枠部
の各上面に載置支持したことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に記載の発明によれば、外周側の前辺、後辺、両側辺の各梁部材によって囲ま
れた矩形状枠体の内側には、一本の中央横梁部材と一本の中央縦梁部材の他に、平面ほぼ
Ｖ字形状に形成された一対の補強梁部材が配設されて、該一対の補強梁部材によって前記
両側辺梁部材や後辺梁部材と中央縦梁部材との間の結合強度が高くなる。
【００１２】
　したがって、例えばフォークリフトの一対のパレットフォークが棚台の前方の下側開口
から差し込まれると、これらパレットフォークの先端部の上面が前記各補強梁部材の下面
のいずれかの箇所に当接して棚台を介してパレット用支持棚を安定かつ確実に支持するこ
とが可能になる。
【００１３】
　このように、ほぼＶ字形状の補強梁部材によって棚台の強度や剛性が高くなることは勿
論のこと、従来技術に比較して部品点数を削減できるので、全体の軽量化が図れると共に
、製造作業能率の向上とコストの低減化が図れる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明も基本構造は請求項１の発明と同じであるから、請求項１の発明
と同様な作用効果が奏せられる。
【００１５】
　また、前記第１、第２補強梁部材や第１、第２補強枠部を断面Ｌ字形状に形成すること
によって、断面矩形状の場合に比較して一層軽量化が図れると共に、各両端部の固定箇所
の溶接範囲も小さくなるので、かかる溶接作業能率も向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係るパレット用支持棚の実施形態を図面に基づいて詳述する。
〔第１実施例〕
　図１～図８は本発明の第１実施形態を示し、このパレット用支持棚１は、パレットＰな
どが載置される棚台１ａが下部側にある場合であって、四隅にそれぞれ立設された４本の
支柱２～５と、該前側の左右両支柱２，３の下部間に配設されて、地面から所定長さ離間
した前辺梁部材６と、後側の左右両支柱４，５の下部間に配設されて、地面から同じく所
定長さ離間した後辺梁部材７と、前辺梁部材６と後辺梁部材７の各両端部間に前後方向に
沿って配設された両側辺梁部材８，９と、該両側辺梁部材８，９の間の前後方向のほぼ中
央位置に横方向に沿って配設された一本状の中央横梁部材１０と、前記前辺梁部材６と後
辺梁部材７との間の左右方向のほぼ中央位置に前後方向に沿って配設された中央縦梁部材
１１と、を備えている。
【００１７】
　前記棚台１ａは、前辺梁部材６、後辺梁部材７、両側辺梁部材８，９及び中央横梁部材
１０と、中央縦梁部材１１と、によって主として構成されて、各梁部材７～１１が地面か
ら上方位置に所定の隙間Ｓをもって離間配置されて、この上面に合成樹脂や木材などで形
成された前記パレットＰが載置されるようになっていると共に、両前側支柱２，３側がパ
レットＰを内部に収容あるいは取り出す開口部になっている。
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【００１８】
　前記各支柱２～５は、軽量化を図るために、鉄系金属プレートを折り曲げて内部中空の
角柱状に形成され、その各横断面形状がほぼ同一に形成されていると共に、前側支柱２，
３が、前記左右の両側辺梁部材８，９の外側面より前側支柱２，３の幅長さだけ外側に配
置されている。
【００１９】
　前記後側支柱４，５は、図３に示すように、その配設位置が前記後辺梁部材７の長手方
向の長さよりも該支柱４，５の幅長さ分だけ内側に配置されており、この結果、前側支柱
２，３の位置よりも支柱４，５の幅長さの３倍の長さ分だけ内側に配置されている。また
、この各後側支柱４，５は、各下端部が後辺梁部材７の両端部の外側面に溶接によって固
定されていると共に、上端部には、角柱状の上側梁部材１２が溶接固定されており、この
上側梁部材１２は、その長さが前記前側支柱２，３間のスパン距離とほぼ同一に設定され
ている。
【００２０】
　前記前辺梁部材６と後辺梁部材７は、各支柱２～５と同じ成形方法によって一体に形成
され、前辺梁部材６は、両端部が前側支柱２，３の対向する内側面に溶接によって固定さ
れている一方、後辺梁部材７は、両端部が前記両辺梁部材８，９の各後端部の対向内側面
に溶接によって固定されている。
【００２１】
　前記各側辺梁部材８，９は、これらも各支柱２～５と同じ成形方法によって一体に形成
されて、図３に示すように、各後端部の対向面が前記後辺梁部材７の両端縁に溶接によっ
て固定されている一方、各前端縁は前記前辺梁部材６の両端部の内側面に溶接によって固
定されている。
【００２２】
　また、前記前側支柱２，３の前面と前辺梁部材６の両端部の各前面には、金属材からな
る左右一対の第１係止プレート１３，１３が溶接によって固定されていると共に、後側支
柱４，５の後面と後辺梁部材７の両端部の各後面にも、図４に示すように、同じく金属材
からなる左右一対の第２係止プレート１４，１４が溶接によって固定されている。
【００２３】
　前記第１係止プレート１３，１３と第２係止プレート１４，１４は、前後方向でほぼ対
向した位置に配設され、それぞれほぼ矩形状に形成されていると共に、各下端縁に逆Ｖ字
形状の係止溝１３ａ、１３ｂ、１４ａ、１４ｂが形成されている。この前後で対応する各
係止溝１３ａ、１４ａ、１３ｂ、１４ｂには、前後方向に延出した断面ほぼ逆Ｖ字形状の
一対の鋼製係止レール１５，１５が嵌合した状態でそれぞれ溶接によって固定されている
。また、前記係止レール１５，１５は、長手方向のほぼ中央部位が各前記両側辺梁部材８
，９の下面前後方向のほぼ中央位置に固定された両係止部材２６、２６の下面に形成され
た逆Ｖ字形状の係合溝に嵌合状態で溶接固定されている。
【００２４】
　前記各前側支柱２，３の上端部には、互いに内方へ突出したブラケット１６、１６が固
定されており、この各ブラケット１６，１６の上面と前記上側梁部材１２の両端部との間
には、前後方向に沿って延出されたほぼ逆Ｖ字形状の一対の鋼製の係合レール１７，１７
が溶接によって載置固定されている。この両係合レール１７、１７は、図２、図５に示す
ように、下側のパレット用支持棚１に別異のパレット用支持棚１を載置した際に、前記両
係止レール１５，１５が上方から係合して上側のパレット用支持棚１を位置決め保持する
ようになっている。
【００２５】
　また、前記上側梁部材１２の両端部の後面には、上方へ突設したほぼ矩形状のストッパ
プレート１８，１８が溶接固定されている。この両ストッパプレート１８，１８は、両係
止レール１５、１５が両係合レール１７，１７に上方から係合した際に、前記係合レール
１７、１７の各後端縁が突き当たって上側のパレット用支柱棚１の前後方向の位置決めを



(6) JP 5060379 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

するようになっている。
【００２６】
　前記中央横梁部材１０と中央縦梁部材１１は、前記各梁部材６～９と同じく金属プレー
トを折り曲げて断面ほぼ矩形状の角柱状に形成され、前記中央横梁部材１０は、一本状に
形成されているが、中央縦梁部材１１は、図３にも示すように、長手方向のほぼ中央位置
で分断されて、その対向端部が前記中央横梁部材１０のほぼ中央位置両側面に溶接によっ
て固定されている。
【００２７】
　前記中央横梁部材１０は、その前後位置がやや前側梁部材６よりに配置されており、し
たがって、前記中央縦梁部材１１は、分断された前側部位１１ａの長さよりも後側部位１
１ｂの方が僅かに長く形成されている。
【００２８】
　そして、前記中央縦梁部材１１の後側部位１１ｂの両側面と前記両側辺梁部材８，９と
の間には、一対の第１補強梁部材１９，１９が平面ほぼＶ字形状に配設されていると共に
、前記前辺梁部材６と両側辺梁部材８，９との間には、一対の第２補強梁部材２０，２０
が逆ハ字形状に配設されている。
【００２９】
　前記第１補強梁部材１９，１９は、図３、図６及び図７に示すように、断面ほぼＬ字形
状の鋼材によって形成され、傾斜状にカットされた対向する各一端部１９ａ、１９ａが前
記後側部位１１ｂの前端部の両側面対称位置に溶接によって固定されていると共に、同じ
く傾斜状にカットされた各他端部１９ｂ、１９ｂが前記両側辺梁部材８，９の各後端部の
対向内側面に溶接によって固定されている。
【００３０】
　前記各一端部１９ａ、１９ａは、図６及び図７に示すように、その溶接箇所が縦片１９
ｃの外側縁と後側部位１１ｂの側面との間、及び横片１９ｄの内側縁と後側部位１１ｂの
同じ側面との間になっている。一方、各他端部１９ｂ、１９ｂもその溶接箇所が縦辺１９
ｃの外側縁と各両側辺梁部材８、９の内側面との間、及び横片１９ｄの内側縁と各両側辺
梁部材８，９の内側面との間になっている。
【００３１】
　したがって、この各溶接部位２１ａ、２１ｂは、それぞれ前記後側部位１１ｂの上面や
各側辺梁部材８，９の上面から突出することがなく、常に、内側に位置している。
【００３２】
　前記各第２補強梁部材２０，２０は、第１補強梁部材１９、１９と同じく断面Ｌ字形状
の鋼材からなり、前記各第１補強梁部材１９，１９とほぼ平行に配設されていると共に、
その長さは第１補強梁部材１９，１９よりも短く形成されている。また、各両端部２０ａ
、２０ｂの溶接箇所については、前記第１補強梁部材１９，１９の場合と同じである。し
たがって、前記各溶接部位が、前辺梁部材６や両側辺梁部材８，９の上面から突出するこ
とがない。
【００３４】
　以下、本実施例の作用について説明すると、まず、前記構造のパレット用支持棚１を使
用するには、例えば図８に示すような二段重ねで使用され、上側のパレット用支持棚１の
棚台１ａ上には予めパレットＰ及びこのパレットＰ上に荷物２４が載置保持されている。
【００３５】
　そして、この上側のパレット用支持棚１の重ね作業は、図２、図３に示すように、上側
のパレット用支持棚１の棚台１ａの下部開口２２からフォークリフトの一対のパレットフ
ォーク２３、２３を平行に差し込み、最大に差し込んだ時点でパレットフォーク２３、２
３を僅かに上昇させると、この各上面が前辺梁部材６と中央横梁部材１０及び両第２補強
梁部材２０，２０、両第１補強梁部材１９，１９のそれぞれの下端に当接して上側のパレ
ット用支持棚１を所定高さまで持ち上げる。
【００３６】
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　その後、上側のパレット用支持棚１の後部側を、下側のパレット用支持棚１の上部に手
前側から重ね合わせてそのまま後方へスライド移動させる。つまり、上側のパレット用支
持棚１の両係止レール１５、１５を、下側のパレット用支持棚１の両係合レール１７，１
７に重ねて係合し、そのまま全体を後方へゆっくりスライド移動させる。そうすると、前
記各係合レール１７，１７の後端縁が前記両ストッパプレート１８，１８の一側面に突き
当たってそれ以上の移動が規制され、この時点で、上側のパレット用支持棚１の前側を漸
次下降させる。これによって、前記両係合レール１７、１７と両係止レール１５，１５全
体が確実に係合して、下側のパレット用支持棚１に対する上側のパレット用支持棚１への
連結作業が簡単に終了する(図８参照)。
【００３７】
　なお、前記各パレット用支持棚１は、二段重ねの他に、三段重ね、あるいはそれ以上の
積み重ねが可能である。
【００３８】
　そして、本実施例では、第１補強梁部材１９、１９と第２補強梁部材２０、２０とによ
って各梁部材との結合強度、つまり、棚台１ａ全体の強度及び剛性が向上する。したがっ
て、前述のように、パレットフォーク２３、２３を棚台の下部開口２２から差し込んで上
側のパレット用支持棚１を持ち上げる場合に、パレットフォーク２３，２３が前記各梁部
材６、１０の他に、第１補強梁部材１９，１９と第２補強梁部材２０，２０の下面にそれ
ぞれ当接して上側のパレット用支持棚１全体を支持することから、その支持剛性が高くな
り、上側のパレット用支持棚１を安定かつ確実に支持することが可能になる。
【００４０】
　また、前記各補強梁部材１９～２０は、いわゆるＬ字鋼によって形成されていることか
ら、角柱状のものに比較して軽量化が一層促進される。
【００４１】
　また、前記第１補強梁部材１９，１９は、Ｖ字傾斜状に配置されていることから、前記
パレットフォーク２３，２３の互いの離間幅(Ｗ)がフォークリフトによって異なっていて
も常に対応することが可能になり、各パレットフォーク２３、２３の先端部上面を常に当
接させることができる。
【００４２】
　さらに、前記各補強梁部材１９～２０の溶接部位が、これに対応する各梁部材６、８、
９、１０との関係でもぞれぞれの上面から突出することがなく上面よりも下方位置にある
ことから、各上面が平坦状になっているので、パレットＰの載置に支障を来すことがない
ばかりか、溶接作業後に前記突出した溶接部位を例えばグラインダーなどで切削仕上げを
する必要がないので係る結合作業能率の向上が図れる。
【００４３】
　なお、前記各第１補強梁部材１９，１９は、その各他端部１９ｂ、１９ｂを両側辺梁部
材８，９ではなく、後辺梁部材７の両端部側に溶接結合させることも可能であり、さらに
その傾斜角度も前記フォークリフトの両パレットフォーク２３、２３の離間幅や長さなど
の応じて任意に設定することも可能である。
【００４４】
　〔第２実施例〕
　図９～図１４は第２実施例を示し、棚台１ａを各支柱２～５の上部に形成したものであ
る。
【００４５】
　すなわち、パレット用支持棚１は、四隅に立設された内部中空状の支柱２～５と、後側
の両支柱４，５の下部間に横方向に沿って配設されて下面が地面に当接した後辺梁部材７
と、前側の左右両支柱２，３の下部と後側の左右両支柱４，５の下部との間に前後方向に
沿って配設されて、同じくそれぞれの下面が地面に当接した両側辺梁部材８，９と、前記
各支柱２～５の上端部間に設けられて、上面にパレットＰを載置可能な棚台１ａと、を備
えている。
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【００４６】
　前記棚台１ａは、前記前側の両支柱２，３の上部間に横方向に沿って配設された前側横
枠部３０と、前記後側の両支柱４，５の上端部に横方向に沿って配設された後側横枠部３
１と、前記前側横枠部３０の両端部と後側横枠部３１の両端部との間に前後方向に沿って
配設された両側縦枠部３２，３３と、該両側縦枠部３２，３３の前後方向のほぼ中央位置
に横方向に沿って配設されて、前記両縦枠部間３２，３３を連結した中央横枠部３４と、
前記前側横枠部３０と後側横枠部３１の左右方向のほぼ中央位置に前記中央横枠部３４と
クロスするように前後方向に沿って配設されて、前記前側横枠部３０と後側横枠部３１と
を連結した中央縦枠部３５と、該中央縦枠部３５の両側面と前記後側横枠部３１の両端部
との間に溶接固定された、一対の第１補強枠部３７、３７と、前記前側横枠部３０と両側
縦枠部３２，３３との間に溶接固定された一対の第２補強枠部３８，３８と、を備えてい
る。
【００４７】
　各支柱２～５は、基本構造は第１実施例と同様であるが、前側支柱２，３が、前記後側
支柱４，５や棚台１ａの左右の両側縦枠部３２、３３の外側面よりもそれぞれの幅長さ分
だけ外側に配置されている。
【００４８】
　前記両側辺梁部材８，９は、各支柱２～５と同じ成形方法によって一体に形成されて、
前記前側支柱２，３よりほぼその幅長さ分だけ内側に配置されていると共に、各後端部の
対向内側面が前記後辺梁部材７の両端縁に溶接によって固定されている一方、前端縁は、
図９及び図１３にも示すように、前側支柱２，３の後面に約３０ｍｍ程度の隙間Ｃをもっ
てそれぞれ配置されている。なお、該前端縁には、水などの侵入を防止する盲板が取り付
けられている。
【００４９】
　また、この両側辺梁部材８，９の前後上面には、所定長さの支持部材３９，３９、４０
，４０がそれぞれ溶接によって固定されている。この前側の支持部材３９，３９は、図１
３にも示すように、前端縁が前側支柱２、３の後面に溶接によって固定されている。した
がって、各側辺梁部材８，９の前端部は、各支持部材３９，３９、を介して前側支柱２，
３と連結している。また、この各支持部材３９～４０の存在によって各側辺梁部材８，９
の上面との間に段差が形成されている。
【００５０】
　前記後辺梁部材７は、各支柱２～５と同じ成形方法によって一体に形成され、後側支柱
４，５と同一平面上に配置されて両端部の各上面に後側支柱４，５の下端縁が溶接によっ
て固定されている。
【００５１】
　前記前側支柱２，３の各上端部の前面と、該前面と同一平面の前記前側横枠部３０の前
面との間には、補強プレート４１がそれぞれ跨設されている。この各補強プレート４１は
、ほぼ鉤状の若葉マーク形状に形成されて、縦方向に延出した一端部が各前側支柱２，３
の前面に溶接によって固定されている一方、横方向に延出した他端部が前記前側横枠部３
０の両端部前面に溶接によって固定されている。
【００５２】
　また、前記前側支柱２，３の下端部には、図１０、図１３に示すように、凸状の係合部
４２，４２が取り付けられている。この各係合部４２は、金属板をプレス成形によって一
体に形成されて、底面が安定した着座性を確保するために、平坦に形成されていると共に
、底部には各支柱２，３内に侵入した水を外部に排出する図外の水抜き用孔が穿設されて
いる。
【００５３】
　さらに、前記各前側支柱２，３の上端部内には、積み重ねられた上側のパレット用支持
棚１の前記各係合部４２、４２が嵌合係止する凹状の係止部４３、４３が設けられている
。
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【００５４】
　この各係止部４２は、前側支柱２，３の上端部周壁によって構成された外筒部と、該外
筒部の内部に挿通配置された内筒部の上端部とによって隔成された空間部によって形成さ
れており、各内筒部は、鉄系の金属板材を横断面形状が各外筒部と相似形の角筒状に形成
されて、その長さが所定長さに設定されて、下部の所定位置がプラグ溶接によって各外筒
部に固定されて、内外二重の構成により補強機能を発揮している。
【００５５】
　また、前記棚台１ａは、前側横枠部３０、後側横枠部３１、両側縦枠部３２，３３によ
る矩形枠状に形成されていることは第１実施例と同様であって、特に、第１補強枠部３７
，３７は、Ｌ字鋼によってＶ字形状に配置されて対向する各一端部３７ａ、３７ａが中央
縦枠部３５の両側面に溶接によって結合されていると共に、各他端部３７ｂ、３７ｂが前
記後側横枠部３１、３１の両端部前面に溶接によって結合されている。
【００５６】
　一方、前記第２補強枠部３８、３８は、逆ハ字形状に配置されて、各一端部が前記前側
横枠部３０の両端部後面に溶接結合され、各他端部が前記両側縦枠部３２，３３の長手方
向の中央寄りの前端部に溶接結合されている。
【００５７】
　また、前記両後側支柱４，５の上端部と後側横枠部３１の両端部の各外面には、上方へ
突出した矩形状のストッパプレート４４，４４が溶接によって跨設されている。
【００５８】
　なお、前記各第１、第２補強枠部３７～３８の各端部の溶接箇所は、前記第１実施例と
同様に、下端縁などに施されて上面から突出していない。
【００５９】
　したがって、この実施例も第１実施例と同じく、前記第１，第２補強枠部３７～３８に
よって棚台１ａの剛性が向上して、パレットフォーク２３，２３によるパレット用支持棚
１を持ち上げた際における棚台１ａの安定かつ確実な支持が得られると共に、部品点数の
削減による軽量化が図れる。
【００６０】
　しかも、各溶接部位は、上面から突出することなく下方に位置していることから、グラ
インダーによる後加工が不要になるので、溶接による結合作業が容易になる。
【００６２】
　また、前記各支持部材３９～４０によって前側支柱２，３と両側辺梁部材８，９、並び
に後側支柱４，５と両側辺梁部材８，９とのそれぞれの結合強度が一層向上する。
【００６３】
　本発明は、前記実施形態の構成に限定されるものではなく、例えば、各係合部４２，４
２を前側支柱２，３の上端側に設け、係止部４３，４３を前側支柱２，３の下端側に設け
ることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の第１実施例のパレット用支持棚の斜視図である。
【図２】本実施例のパレット用支持棚の正面図である。
【図３】本実施例のパレット用支持棚の平断面図である。
【図４】本実施例のパレット用支持棚の背面図である。
【図５】本実施例のパレット用支持棚の側面図である。
【図６】図３のＡ－Ａ線断面図である。
【図７】図３のＢ－Ｂ線断面図である。
【図８】本実施例のパレット用支持棚を二段重ねした状態を示す斜視図である。
【図９】本発明の第２実施例のパレット用支持棚の斜視図である。
【図１０】本実施例のパレット用支持棚の正面図である。
【図１１】本実施例のパレット用支持棚の平断面図である。
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【図１２】本実施例のパレット用支持棚の背面図である。
【図１３】本実施例のパレット用支持棚の側面図である。
【図１４】本実施例のパレット用支持棚を二段重ねした状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１…パレット用支持棚
　１ａ…棚台
　２、３…前側支柱
　４、５…後側支柱
　６…前辺梁部材
　７…後辺梁部材
　８，９…両側辺梁部材
　１９…第１補強梁部材
　２０…第２補強梁部材
　３０…前側横枠部
　３１…後側横枠部
　３２・３３…両側縦枠部
　３４…中央横枠部
　３５…中央縦枠部
　３７…第１補強枠部
　３８…第２補強枠部

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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